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１． 事業者名及び代表者名

紅産業株式会社

代表取締役：　内田　仁

２． 所在地

静岡県静岡市三保６１２番地の４

３． 会社履歴

法人設立　1949年5月 資本金　2000万円 事業年度　当年1月～12月

４． 環境管理の責任者及び担当者氏名、連絡先

環境管理責任者：　課長補佐　内田　翔　

担当者　　　　　　：　営業課　　髙田　岬

連絡先　TEL054-334-1310

５． 事業の概要

・産業廃棄物収集運搬及び中間処理業

６． 事業の規模（事業年度：当年1月～12月）

2022年

(４，５００万円) （２０２１年度決算書による）

2,192 （１０月から１２月）

2,192 （１０月から１２月）

18

4,540

受託した産業廃棄物処理量実績【２０２２年処理実績（10月～12月）】

収集運搬量
（ｔ）

中間処理量
(t)

再資源化量
(t)

再資源化率
(%)

2,192 2,192 658 30

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

７． レポートの運用期間及び発行日
運用期間（2022年10月1日～2022年12月31日）
発行日（2020年2月10日）

８． 対象範囲（認証・登録範囲）

対象活動：産業廃棄物収集運搬及び中間処理業

延床面積

廃棄物等種類

廃プラ

廃油

処理
実績

対象組織：本社（全組織・全活動は段階的認証を予定、
　　　　　　　　時期としては登録後２年後清水出張所、焼津出張所の認証を予定
　　　　　　　　登録後３年後、浜松工場の認証を予定する）

Ⅰ　組織の概要

売上高

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物中間処理

産業
廃棄
物 鉄くず

繊維くず

従業員数

１



８．産業廃棄物の種類
別紙１を参照

9． 施設等の状況
※処理施設の種類、処理する産廃の種類、処理能力（規模）、
処理方式、処理工程図 、運搬車両等 別紙２，３、４記載

遠心分離機（デカンター）１台　遠心分離機（シャープレス）８台
中和施設１２㎥/日　排水施設20㎥/日　脱水機4.8ｔ/日

２



8.産業廃棄物種類 別紙１

収集運搬 静岡県

02201003473
（R2年10月1日

　～
R7年9月30日）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

処分 静岡市

06221003473
（R2年10月1日

　～
R7年9月30日）

○
油水分離

○
中和

○
中和

処分 静岡県

02221003473
（R2年10月1日

　～
R7年9月30日）

○
・熱分解
　処理

・圧縮分離
　処理

　（エレメント
に限る）

○
・蒸留処分
・圧縮分離
　処理

　（エレメント
に限る）

○
破砕処分

○
乾燥処分

○
・蒸留処分
・圧縮分離
　処理

　（エレメント
に限る）

○
蒸留処分

ガ
ラ
ス
く
ず
・

コ
ン
ク
リ
ー

ト
く
ず
及
び

陶
磁
器
く
ず

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

繊
維
く
ず

許可書一覧

産業廃棄物

許
可
証

場
所

許
可
番
号

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

金
属
く
ず
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別紙２
産業廃棄物処理フロー

屋外廃油受入タンク 遠心分離機 屋内貯蔵タンク シャープレス 屋外タンク水分チェック 再生油タンク
デカンター

２）処理施設

出荷

機械設備名 機種名 処理能力 台数
遠心分離機 デカンター ６㎥／日 1
遠心分離機 シャープレス １．５㎥/日 8

メーカー名および型式
㈱田辺鉄工所　Z3LL-3LV

巴工業株式会社　ASM180VT
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産業廃棄物処理工程図 別紙３

二次委託先

品目

※油分濃度が５％を超えるため、廃油として処分。

角松商事有限会社
静岡市清水区吉原1033-1
054-368-1111

廃　油 遠心分離 販　売

繊維くず（廃油）
※

都商事株式会社
静岡市清水区半左衛門新田30
054-347-1177

繊
維
く
ず
・
汚
泥
・
金
属
く
ず
・
廃
油

産
業
廃
棄
物

丸徳商事有限会社
静岡市清水区鳥坂575
054-345-5173

セントラル総合サービス株式会社
神奈川県相模原市緑区橋本台2-13-20
042-700-3628

金属くず

廃プラスチック類

汚　泥
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別表４
運搬車両

形式・寸法 自動車登録番号
規模・能力
（積載量）

備考

三菱 タンク車 静岡800は４３１ １３，０２０Kg 第三石油類

ﾆｯｻﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ タンク車 静岡800は４７１ 13,020 第三石油類

ﾆｯｻﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ タンク車 静岡800は５３９ 12,600 エコ重油

ﾆｯｻﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ タンク車 静岡800は７８９ 12,180 再生重油

三菱 タンク車 静岡800は８６３ 6,300 第三石油類

三菱 タンク車 静岡800は１２９６ 6,510 第二、三、四石油類

UDﾄﾗｯｸｽ タンク車 静岡800は９１６ 6,300 第三石油類

日野 タンク車 静岡800は１０８２ 7,200 第三石油類

日野 タンク車 静岡800は９５６ 12,180 第三石油類

日野 タンク車 静岡800は１２４６ 6,510 第三、四石油類

日野 タンク車 静岡800は１２０５ 12,180 第三、四石油類

三菱 清掃車 静岡800は６７１ 13,300 汚水

ﾆｯｻﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 清掃車 静岡800す２５５ 3,400

日野 清掃車 静岡800は６３１ 5,600

三菱 清掃車 静岡800は７８２ 4,300 汚水

日野 清掃車 静岡800は９１０ 10,100

UDﾄﾗｯｸｽ 清掃車 静岡800は１０５０ 10,100

日野 清掃車 静岡800は１０２５ 4,400

日野 清掃車 静岡800は１１６７ 6,100

日野 清掃車 静岡800は１３４１ 5,400

日野 清掃車 静岡800は１４７２ 5,500

三菱 ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ 静岡100は１２２０ 4,550

UDﾄﾗｯｸｽ ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ 静岡100は３４３１ 11,100

日野 ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ 静岡100せ５５３８ 3,700

日野 ｺﾝﾃﾅ専用車 静岡100す８０７０ 3,650 脱着装置付

トヨタ フォークリフト ２，４８６Ｌ

トヨタ フォークリフト ３，４９６Ｌ

トヨタ 普通 静岡330は1310 1,535

トヨタ 普通 静岡331は302 1,625

ダイハツ 軽自動車 静岡580て3989 940

トヨタ 普通 静岡300ゆ4104 2,500

トヨタ 小型 静岡501ふ9255 1,335

レクサス 普通 静岡330ち5314 1,715
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＜環境管理組織における機能＞
経営責任者

① 環境経営全般に対しての責任と権限
② 環境経営方針の作成と社員への周知
③ 環境管理責任者の任命
④ 実施体制の構築
⑤ 経営における課題とチャンスを整理し、明確にする
⑥ 全体の評価と見直し

環境管理責任者
① 環境経営活動の推進
② 環境経営目標及び環境経営計画の作成
③ 環境経営推進会議の実施
④ 経営者への進捗報告

EA-21活動事務局
① 各部門のデータのまとめ
② 環境経営計画の予実績管理
③ 環境負荷・環境への取組みの自己チェックの実施
④ 環境管理責任者補佐
⑤ 環境関連法規制等最新版管理
⑥ 文書・記録の管理

各部門
① 環境経営計画の実施
② 月別部門データの集計
③ 問題点の把握と是正の実施
④ 推進会議の出席
⑤ 従業員教育

（エコリーダー）

課長補佐

（エコリーダー）

（代表取締役社長）

（エコリーダー）

対象範囲：全組織・全活動

深沢松夫 望月宣明 髙田岬

EA-21活動事務局

（経理部）

作成日：2022年10月1日
作成者：内田　翔

内田　翔

工場部門 営業・経理部門

Ⅱ　実施体制

深本真子

内田　仁

環境管理責任者

経営責任者

収集・運搬部門

３



1．

１） 電気、軽油、ガソリンの省エネルギー活動の推進
２） 自社及び収集・運搬廃棄物のリサイクル向上に努めます
３） 節水活動による水使用量の削減に努めます

２． 環境関連法規制等の遵守
　環境関連法規制及びその他の規制を遵守致します　　

３． 環境コミニュケーションの積極的実施

４．

５． 廃油のリサイクルシステムの改善、製品の安定化に継続的に努めます。

当社は「海洋汚染防止法，廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて，船舶から出
る廃油処理をはじめ，工場などの各種の廃油，廃液を完全処理して青い海や河川の維持に
貢献します。

[環境経営理念]

[基本方針]

　当社は、環境理念に基づいた環境経営システムを構築し、環境負荷を軽減すると共に、環
境に配慮した継続的な活動を展開いたします。

紅産業株式会社
代表取締役社長　

制定日：

内田　仁

経済・社会・政策等の状況を踏まえ、環境経営の継続的改善を推進します。

Ⅲ　　環境経営方針

2022年9月23日

全員で環境保全活動を展開し、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量の削減
に努めます

　社外においては、環境経営レポートを公開し、利害関係者とのより良いコミニュケー
ションを実践します。

　社内においては、全従業員に、この環境経営方針及び必要事項を周知し、全社員参画に
よる取組を展開します。

４



１．運用期間（2022年10月〜2022年12月）及び暫定期間（2022年1月〜2022年12月）の環境目標

基準期間

2021年10月
〜

2021年12月

基準値 目標削減率 目標値

㎏-CO2 358,094 -0.5％ 356,304

購入電力 kwｈ 42,135 -0.5％ 41,924

ガソリン L 926 -0.5％ 921

軽油 L 57,827 -0.5％ 57,538

LNG ㎏ 69,053 -0.5％ 68,708

灯油 L 0 -0.5％ 0

ｔ 1.40 -0.5％ 1.39

％ 60% 62%

ｔ 0.028 -0.5％ 0.028

％ 64% 65%

㎥ 3,624 -0.5％ 3,149

排出事業者への分別指導 件 - 現状把握

＜備考＞

基準年度　　　

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

2021年1月
〜

2021年12月

2022年10月
〜

2022年12月

2023年1月
〜

2023年12月

2024年1月
〜

2024年12月

2025年1月
〜

2025年12月

㎏-CO2 1,403,255 -0.5％ -1.0% -1.5% -2.0%

購入電力 kwｈ 162,357 -0.5％ -1.0% -1.5% -2.0%

ガソリン L 4,244 -0.5％ -1.0% -1.5% -2.0%

軽油 L 247,901 -0.5％ -1.0% -1.5% -2.0%

LNG ㎏ 249,676 -0.5％ -1.0% -1.5% -2.0%

灯油 L 580 -0.5％ -1.0% -1.5% -2.0%

ｔ 5.6 -0.5％ -1.0% -1.5% -2.0%

％ 60％ +0.5％ +1.0% +1.5% +2.0%

ｔ 0.12 -0.5％ -1.0% -1.5% -2.0%

％ 64％ +0.5％ +1.0% +1.5% +2.0%

㎥ 15,369 -0.5％ -1.0% -1.5% -2.0%

排出事業者への分別指導 件 － - - - -

＜備考＞

「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、中部電力（2021年度）の調整後排出係数「0.482㎏-CO2/kWh」を使用した。

項目

二酸化炭素排出量

2022年10月
〜

2022年12月

内訳

二酸化炭素排出量

Ⅳ　環境経営目標

項目 単位

一般廃棄物排出量

１．「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、中部電力（2021年度）の調整後排出係数「0.482㎏-CO2/kWh」を使用した。

産業廃棄物排出量

内訳

運用期間

単位

２．中長期の環境目標

水使用量

産業廃棄物排出量

産業廃棄物リサイクル率

一般廃棄物排出量

一般廃棄物リサイクル率

２．事業年度1月～12月。次の中間審査においては、暫定期間として、ＥＡ21運用開始の2023年1月から2023年12月の目標を立ててる。それ以降は下
記の中長期目標のように1年ごとの目標設定。

水使用量

一般廃棄物リサイクル率

産業廃棄物リサイクル率

目標年度

５



１0月 １1月 １2月

① 消灯の徹底（１回／週チェックする）

② 不在箇所の消灯 上旬 上旬 上旬

③ 高効率照明機器の導入（LEDに変更） 検討

① 温度設定夏28℃　冬20℃

② クールビズ、ウォームビズ

③ フィルター定期清掃 月末 月末

④ 使用していない部屋の空調停止

⑤ 個別暖房検討

⑥ 断熱化対策

⑦ 新規空調設備への代替え、及び導入検討

① 蒸気配管チェック 毎月5日 毎月5日 毎月5日

② 潅水・軟水器ﾁｪｯｸ

③ 異常音等設備ﾁｪｯｸ 毎月5日 毎月5日 毎月5日

④ 作業終了時速やかな停止

⑤ 軟水器薬品投入

⑥ 蒸気漏れの点検と修理 毎月5日 毎月5日 毎月5日

① 停止時メイン電源OFF

② 屋内外タンクの漏洩チェック・点検

③ 太陽光発電パネルチェック・清掃

④ 設備始動時異常点検

① エコドライブ

② 日常・定期点検の実施

③ 省エネ車の導入検討

④ 排ガス対応車の導入検討

LNG 給湯器 深本 ① 使用時間規制

① コピー用紙の両面使用

② 封筒の再利用

③ 集約化購買

④ FAXのPDF化 検討

⑤ ３Rの実践

⑥ 廃棄物の分別とリサイクル

① 古紙、カン、ビン、ペットボトル等の分別化

② 分別処理の簡素化検討

③ リサイクル化の検討

① 節水表示

② 漏水チェック（必要に応じ） 下旬

③

① 環境物品ﾁｪｯｸ

② 環境物品購入

グリーン購
入

深本

髙田照明

深本

水使用量の
削減

空調

廃棄物の削
減

購入電力

二酸化炭素
の削減

望月ボイラ

設備
その他

望月

深沢

髙田

Ⅴ　環境経営計画

事務所

深本
望月

望月

ローリー
バキューム
トラック
フォーク
リフト
乗用車

ガソリン
・

軽油

事務所

上水・工水

工場

責任者項目区分

（運用期間：2022年10月～2022年12月）

活動項目
スケジュール

目的

６



①運用期間（2022年10月〜2022年12月）の実績

目標
削減率

目標値
実績

削減率
実績値 評価

-0.5％ 356,304 -7% 332,214 ○

購入電力 -0.5％ 41,924 -3% 40,748 ○

ガソリン -0.5％ 921 22% 1,129 ×

軽油 -0.5％ 57,538 -1% 57,116 ○

LNG -0.5％ 68,708 -13% 60,220 ○

灯油 -0.5％ 0 0 0

-0.5％ 1.39 -1% 1.38 ○

62% 62% ○

-0.5％ 0.028 0% 0.028 ○

65% 65% ○

-0.5％ 3,606 -13% 3,149 ○

排出事業者への分別指導 現状把握

＜評　価＞

②次年度の環境経営目標 変更なし

②遠方への事業所への営業活動の為

0.028

産業廃棄物リサイクル率

57,827

産業廃棄物排出量

358,094

内訳

一般廃棄物リサイクル率

二酸化炭素

64％

①再度取組内容を全員に説明

％

単位

926

1.40

水使用量

―

㎥

2022年10月〜2022年12月

運用期間

是　正

ガソリン

原　因

ｔ

件

3,624

一般廃棄物排出量

①エコドライブの徹底不足

②新規営業活動の為暫し様子見

Ⅵ　環境経営目標の実績・取組結果

項目

基準期間

2021年10月
〜

2021年12月

基準値

％

kwｈ

L

㎏

L

㎏-CO2

L

60％

ｔ

0

69,053

42,135

７



今後（次年度）の取組

評価 内容 内容

① 消灯の徹底（１回／週チェックする） ○ 徹底されている 継続実施

② 不在箇所の消灯 ○ 徹底されている 継続実施

③ 高効率照明機器の導入（LEDに変更） △ 検討中 ‐

① 温度設定夏28℃　冬20℃ ○ 徹底されている 継続実施

② クールビズ、ウォームビズ ○ 徹底されている 継続実施

③ フィルター定期清掃 ○ 徹底されている 継続実施

④ 使用していない部屋の空調停止 ○ 徹底されている 継続実施

⑤ 個別暖房検討 ○ 徹底されている 継続実施

⑥ 断熱化対策 ○ 徹底されている 継続実施

⑦ 新規空調設備への代替え、及び導入検討 ○ 徹底されている 継続実施

① 蒸気配管チェック ○ 徹底されている 継続実施

② 潅水・軟水器ﾁｪｯｸ ○ 徹底されている 継続実施

③ 異常音等設備ﾁｪｯｸ ○ 徹底されている 継続実施

④ 作業終了時速やかな停止 ○ 徹底されている 継続実施

⑤ 軟水器薬品投入 ○ 徹底されている 継続実施

⑥ 蒸気漏れの点検と修理 ○ 徹底されている 継続実施

① 停止時メイン電源OFF ○ 徹底されている 継続実施

② 屋内外タンクの漏洩チェック・点検 ○ 徹底されている 継続実施

③ 太陽光発電パネルチェック・清掃 ○ 徹底されている 継続実施

④ 設備始動時異常点検 ○ 徹底されている 継続実施

① エコドライブ ○ 徹底されている 継続実施

② 日常・定期点検の実施 ○ 徹底されている 継続実施

③ 省エネ車の導入検討 ○ 徹底されている 継続実施

④ 排ガス対応車の導入検討 ○ 徹底されている 継続実施

湯沸 ① 使用時間規制 ○ 徹底されている 継続実施

① コピー用紙の両面使用 ○ 徹底されている 継続実施

② 封筒の再利用 ○ 徹底されている 継続実施

③ 集約化購買 ○ 徹底されている 継続実施

④ FAXのPDF化 ○ 徹底されている 継続実施

⑤ ３Rの実践 ○ 徹底されている 継続実施

⑥ 廃棄物の分別とリサイクル ○ 徹底されている 継続実施

① 古紙、カン、ビン、ペットボトル等の分別化 ○ 徹底されている 継続実施

② 分別処理の簡素化検討 ○ 徹底されている 継続実施

③ リサイクル化の検討 ○ 徹底されている 継続実施

① 節水表示 ○ 徹底されている 継続実施

② 漏水チェック（必要に応じ） ○ 徹底されている 継続実施

③

① 環境物品ﾁｪｯｸ ○ 徹底されている 継続実施

② 環境物品購入 ○ 徹底されている 継続実施

＜備考＞

　評価判定：○（良くできた）　　△（まあまあできた）　　×（できなかった）　　-（実施が見送られた）

活動項目

グリーン購入 事務所

事業所

目的

現場

上水・工水

廃棄物の削減

水資料量の削減

（運用期間：2022年10月～2022年10月）

評価

設備
・
他

項目

乗用車
・

トラック
・
他

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

照明

空調

二酸化炭素の削減
ボイラ

８



Ⅷ　当社の取組み

◆社内注意書きで社員の意識づけ◆

９



◆地域との融合活動◆

地域ボランティア
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１． 環境関連法規の遵守状況
当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2023年1月20日
評価者　環境管理責任者　内田　翔

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守評価

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管
・保管基準の遵守、保管場所の表示（60cm×60cm　以上
掲示）
・廃棄物の悪臭・飛散防止

○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 ○

第12条第6項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条の3第１項 マニフェストの交付 ○

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 ○

第12条の3第3項 収集・運搬業者の管理票交付者へのマニフェスト返 B1票の90日以内の送付等 ○

第12条の3第4項
中間処理業者の管理票交付者へのマニフェスト返
却

D票の180日日以内の送付等 ○

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 6/30までに報告書提出 ○

第12条の3第8項 管理票写しの送付がない時の適切な措置の実施
運搬又は処分業者からのＢ2（90日以内）,D,E票（180日以
内）の期間内返却

○

第14条第1項
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業
者の許可

県知事の許可 ○

第14条第12項 産業廃棄物処理基準の遵守 産業廃棄物収集運搬業者 ○

第14条の2
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業
者許可等変更

県知事の許可 ○

第15条 産業廃棄物処理施設設置の許可
・廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場等
・都道府県知事の許可

○

第16条 不法投棄の禁止 協会パトロールへの参加 ○

第5条 規制基準値の遵守 該当なし

第6条 特定施設の届出 空気圧縮機（原動機の定格出力が10kw) 該当なし

第8条 特定施設の数等の変更の届出 変更無し 該当なし

第5条 規制基準値の遵守 該当なし

第6条 特定施設の届出 金属加工機械(液圧プレス） 該当なし

第8条 特定施設の変更等の届出 届出内容の変更無し 該当なし

第３条 排水基準の順守（簡易水質チェック） 月一回 ○

第1３条 回入り業者による水質・設備点検 月一回 ○

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化
法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等へ
の適切な引き渡し、料金の支払

指定家電廃棄時のサイクル料金の支払 該当なし

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時）

第55条 乗車又は積載の方法 設備された場所以外の乗車又は積載の禁止 ○

第70条 安全運転の義務 危害を及ぼさないような速度と方法で運転 ○

第74条 車両等の使用者の義務 交通法規の遵守 ○

道路運送車両法 第47条の2 日常点検整備及び定期点検整備
・日常点検整備
・定期点検整備（3か月点検整備 、6か月点検整備 、１年点
検整備）

○

消防法 第9条の4 指定可燃物の届出 紙屑、プラスチック類、廃油、有機溶剤 ○

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
圧縮機電動機定格出力に応じ有資格者による「定
期点検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

①企業・法人の管理者が確認

②、③、④
　有資格者による定期点検実施

○

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引き渡し
義務 該当なし

地球温暖化対策推進法 第25条 温室効果ガス算定排出量の報告 温室効果ガスの把握 ○

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関す
る法律）

第4条
エネルギー使用量の合計が１，５００kl／年以上の事
業者は届出

エネルギー使用量（原油換算地）の把握 該当なし

第52条 騒音基準の遵守義務 該当なし

第53条 騒音特定施設の届出 空気圧縮機（原動機の定格出力が4kw) 該当なし

第55条 騒音特定施設変更の届出 該当なし

第79条 振動基準の遵守義務 該当なし

第80条 振動特定施設の届出 金属加工機械(液圧プレス） 該当なし

第82条 振動特定施設の変更等の届出 該当なし

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

法律
リサイクル法（資源の有効な利用の促進に関
する法律）

第4条
指定再資源化製品のリサイクルへの協力（適正廃
棄）

パソコン、小型二次電池等の廃棄時 該当なし

２． 違反、訴訟等の有無
関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟も過去３年間ありませんでした。

自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源
化等に関する法律）

義務

法令

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律）

騒音規制法

振動規制法

Ⅸ　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

責務・
努力

道路交通法

該当なし

静岡県条例

静岡県生活環境の保全等に関する条例

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条
例

フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化
及び管理の適正化に関する法律）

法律・条例

水質汚濁防止法
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作成　 2023年2月4日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

紅産業株式会社

代表取締役　 内田　仁

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

「有」の場合の指示事項等

環境経営方針

　昨年９月にISO14001よりエコアクション21に切り替えを決意。
　準備期間も短く、作業も手間取ったと思います。
　まだまだ全社員に活動内容が十分周知徹底されているとは思いませんが、
　今後講習会等に積極的に参加し、レベルアップを図ってゆきたい。
　又SDGsについても検討していくように指示しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

見直し項目

項    目

取引先、業界、関係行政機関、その他の外部
動向

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防措置の実施状況

環境に関する組織（実施体制含め）

その他のシステム要素

その他（外部への対応）

環境経営計画

環境経営目標

ガソリンは未達

継続して取り組みます

記録に記載いたしました。

エコアクション21文書

環境経営目標及び目標達成状況

環境経営計画及び取り組み実施状況

環境関連法規要求一覧及び遵守状況

特に問題ありませんでした。

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

2023年2月4日

：（必要に応じて評価・コメント記載）

１
・
見
直
し
関
連
情
報

その他（                                            ）

３カ月の短期運用であるため、もう少し運
用を続け、状況を判断します。

継続して取り組みます

記録・文書として作成しました。✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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産業廃棄美物としてのフローシート

マニフェスト

分析

再生資源としてのフローシート

有価買取

廃水 汚泥

スラッジ

放流・海域

遠心分離

再生油

廃水分離

放流海域

最終処分
業者依頼

事業所

出荷

最終処分
業者委託

廃油等

油水分離

再生油

出荷

排水

水処理


